
  長岡京市商業団体等振興事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内の商業団体及び観光団体等（以下「商業団体等」という。）が行

う事業に要する経費について、長岡京市補助金等交付規則（昭和５７年長岡京市規則第８

号）及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付し、商業団体等の振興を図ることを

目的とする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。 

⑴ 市内の商店街を形成するもので法人格を有する者又は任意により組織化された商店

会等（以下「商店街団体等」という。） 

⑵ 長岡京市観光協会 

⑶ 長岡京音頭保存会 

（補助事業の種類及び額） 

第３条 補助の対象となる事業の種類、経費及び補助率は別表第１、別表第１の２及び別表

第２のとおりとし、予算の範囲内において交付する。 

２ 市長は、緊急その他特別の事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、補助

率等を変更して補助金を交付することができる。 

３ 補助金の交付額の算定に当たって、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする商業団体等は、長岡京市商業団体等振興事業補助

金交付申請書（別記様式第１号）に、別表第３及びその他市長が特に必要と認める書類等

を添えて指定された期日までに市長に申請しなければならない。 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査をす

るとともに、必要に応じて実施調査等を行い、適当と認めるときは長岡京市商業団体等振

興事業補助金交付決定通知書（別記様式第４号）により通知するものとする。 

（事業計画の変更及び中止） 

第６条 補助金の交付決定を受けた者が計画を変更し、又は中止しようとするときは、あら

かじめ長岡京市商業団体等振興事業計画変更（中止）承認申請書（別記様式第５号）を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は前項の申請書を受け付けた場合においては、内容等を審査のうえ承認するとき

は、長岡京市商業団体等振興事業計画変更（中止）承認書（別記様式第６号）により通知

するものをする。 

 



（事業完了届） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業を完了したときは、長岡京市商業団体等

振興事業完了届（別記様式第７号）に、別表第４及びその他市長が特に必要と認める書類

等を添えて指定された期日までに市長に提出し、その検査を受けなければならない。 

（補助金の確定通知） 

第８条 市長は、前条に規定により検査を完了し、交付決定の内容及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡京市商業団体等振興事業

補助金確定通知書（別記様式第８号）により通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第９条 前条の確定通知を受けた者は、長岡京市商業団体等振興事業補助金請求書（別記様

式第９号）により、市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は補助金を交付するものとする。 

（交付の特例） 

第１０条 補助金は、当該事業の終了後に交付する。ただし、事業又は活動の性質上、概算

交付の必要があるものについては、一括又は分割して補助金を交付することができる。 

２ 前項の規定により、概算交付を受けようとする者は、第５条の交付決定通知書を受けた

後に、長岡京市商業団体等振興事業補助金概算交付請求書（別記様式第１０号）に、次の

関係書類を添えて市長に請求しなければならない。 

⑴ 補助金交付決定通知書の写し 

⑵ 概算交付を必要とする理由書 

３ 前２項に規定するもののほか、商店街団体等が実施する街路灯等維持管理事業につい

ては、実績に基づく補助金交付であるため、第７条及び第８条の規定にかかわらず、第５

条の交付決定通知書をもって第８条の交付確定通知に代えることができる。 

（補助金交付の取消及び返還） 

第１１条 商業団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部若し

くは一部の交付を取消し、又は既に交付したものについては、期日を定めて返還させるこ

とができる。 

⑴ この要綱等に違反したとき。 

⑵ 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。 

⑶ 補助金を目的外又は不当に使用したとき。 

⑷ 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。 

⑸ その他市長が必要と認めたとき。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める 

 

附 則 



この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、長岡京市商工会成立の日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年６月６日から施行し、改正後の長岡京市商業団体等振興事業補助

金交付要綱の規定は、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２1年４月２７日から施行し、改正後の長岡京市商業団体等振興事業補

助金交付要綱の規定は、平成２１年度分の補助金から適用する 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

  



別表第１ 

 

補 助 金 補 助 率 

 

補助対象団体 補助対象事業及び経費 補助率 

商店街団体等 別表第１の２に定める補助対象事業 別表第１の２に定める 

及び別表第２に定める経費 補助率 

長岡京市観光協会 会の運営及び観光事業に要する経費 事業費総額の５０％以内 

  

観光施設整備事業に要する経費 事業費の７０％以内 

  

会の事務局職員及び補助職員の人件 事業費の１００％以内 

費に要する経費  

長岡京音頭保存会 会の運営及び音頭普及事業に要する 事業費の５０％以内 

経費  

 



別表第１の２ 

 

商店街団体等の補助金補助率 

 

補助対象事業 補 助 率 

にぎわい創出事業 

 
イベント開催 

事業費の５０％以内 

販売促進 

活性化研究会 

消費動向調査 

その他、市長が必要と認める事業 

視察研修 

商店会加盟会員数に応じて補助金支出 

・１０１名以上  １２０，０００円 

・８１～１００名 １００，０００円 

・６１～８０名   ７０，０００円 

・４１～６０名   ５０，０００円 

・２１～４０名   ３０，０００円 

・２０名以下    １０，０００円 

生き生き商店街づくり 

支援事業 
活動停止空間等 

での 

・イベント開催 

事業費の５０％以内 

・物品販売 

・集会等利用 

・講演会・勉強会等 

活動停止空間等の活用研究等 

その他、市長が必要と認める事業 

環境整備事業 

商店街路灯、アーチ及びアーケードの新設・

改修・撤去 

事業費の５０％以内 

 

ただし、アーチを撤去する場

合で、その撤去が商店街団体等

の活性化及び通行の安全確保

に資すると市長が認める場合

においては、事業費の２／３以

内とする。 

新設・改修 

・駐車場及び休息所施設 

事業費の５０％以内 

・ゴミ箱及び花壇設備 

・商店街統一看板及び案内板 

・放送施設 

・消防用設備 

その他、市長が必要と認める事業 事業費の５０％以内 

街路灯等維持管理事業 

（電力料） 商店街団体等が適正に設置し、電力料を負

担している街路灯の年間電力料 

※ＬＥＤ照明使用 

街路灯年間電力料金の６０％以内 

※ＬＥＤ照明以外使用 

街路灯年間電力料金の５０％以内 



街路灯等維持管理事業 

（修繕費等） 
商店街団体等が前年中に、やむ無く行った

街路灯（別表２に適合）の簡易な緊急修繕

事業 

事業費の５０％以内 

商店街団体等が行う街路灯、アーチ及びア

ーケードの点検管理事業 

※年１回の維持管理点検に限る 

・点検車出動 

＝補助限度額 １０，０００円 

・街灯点検費 

 ＝１灯１００円×設置数 

商店街団体等が適正に設置する街路灯維持

管理事業（道路使用占用料） 
道路占用料の４０％以内 



別表第２ 

商店街団体等の補助対象経費 

 

補 助 対 象 事 業 補 助 対 象 経 費 

［にぎわい創出事業］ ① 謝礼 

② 交通費 

③ 消耗品費 

④ 食糧費 

⑤ 印刷製本費 

⑥ 光熱水費 

⑦ 通信運搬費 

⑧ 手数料 

⑨ 委託費 

⑩ 使用料及び賃借料 

⑪ その他、市長が必要と認める経費 

［生き生き商店街づくり支援事業］ 

 

① 謝礼 

② 交通費 

③ 消耗品費 

④ 食糧費 

⑤ 印刷製本費 

⑥ 光熱水費 

⑦ 通信運搬費 

⑧ 手数料 

⑨ 委託費 

⑩ 使用料及び賃借料 

⑪ その他、市長が必要と認める経費 

［環境整備事業］ 

 

① 街路灯、アーチ及びアーケードの設置・改修・撤去 

② 駐車場及び休憩所施設の新設・改修 

③ ゴミ箱及び花壇施設の新設・改修 

④ 統一看板及び案内板の新設・改修 

⑤ 放送施設の新設・改修 

⑥ 消防用施設の新設・改修 

⑦ その他、市長が必要と認める事業 

※ ただし、土地購入費は除く。 



［街路灯等維持管理事業］ 

 

① 電力料を負担している街路灯の年間電力料金 

② やむ無く生じる商店街路灯修繕費 

○補助対象の球交換基準 

※水 銀 灯＝ 基本１００Ｗ球使用 

※ＬＥＤ灯＝ ・ＬＥＤ照明もしくは、灯具

が防水対応であること。 

・ＬＥＤ照明もしくは、灯具が

光を広角に照らすものであ

ること。 

・ＬＥＤ照明交換後５年以内は

補助金交付対象外とする。 

③ 街路灯、アーチ及びアーケードの維持管理点検費  

④ 街路灯、アーチ及びアーケードの道路占用料 

 



別表第３ 

 

補 助 金 交 付 申 請 書 添 付 書 類 

 

補助対象団 体 補 助 対 象 事 業 及 び 経 費 添 付 書 類 

商店街団体等 にぎわい創出事業 ① ② ③ ⑥ 

生き生き商店街づくり支援事業 ① ② ③ ⑥ 

環境整備事業 ① ② ③ ⑤ 

街路灯等維持管理事業（電力料） ④ ⑤   

街路灯等維持管理事業（修繕費等） ④ ⑤ ⑦ 

長岡京市観光協会 会の運営及び観光事業に要する経費 ① ② 

観光施設整備事業に要する経費 ① ② 

会の事務局職員及び補助職員の人件費に要する経費 ① ② 

長岡京音頭保存会 会の運営及び音頭普及事業に要する経費 ① ② 

 

① 事業計画書（別記様式第２号） 

② 収支予算書（別記様式第３号） 

③ 見積書の写し等（講師料等の場合は、省略） 

④ 領収書の写し等 

⑤ 仕様書、配置図、立面図等 

⑥ 開催要領・案内、パンフレット等 

⑦ 事業完了が確認できる写真等 

 

  



別表第４ 

 

事 業 完 了 届 添 付 書 類 

 

補助対象団 体 補 助 対 象 事 業 及 び 経 費 添 付 書 類 

商店街団体等 にぎわい創出事業 ① ② ③ ④  

生き生き商店街づくり支援事業 ① ② ③ ④  

環境整備事業 ① ② ③ ④ 

長岡京市観光協会 会の運営及び観光事業に要する経費 ① ② 

観光施設整備事業に要する経費 ① ② 

会の事務局職員及び補助職員の人件費に要する経費 ① ② 

長岡京音頭保存会 会の運営及び音頭普及事業に要する経費 ① ② 

 

① 事業実績報告書（別記様式第２号） 

② 収支決算書（別記様式第３号） 

③ 請求書及び領収書の写し等 

④ 事業完了が確認できる写真等 

 

 



別記様式第１号（第４条関係） 

 

  年  月  日 

 

 長 岡 京 市 長 様 

 

住 所                  

団体名                  

代表者                  

 

 

長岡京市商業団体等振興事業補助金交付申請書 

 

 

     年度事業補助金の交付を受けたく、長岡京市商業団体等振興事業補

助金交付要綱第４条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事 業 名                 

（          ） 

 

２ 交付申請額     金        円  

 

３ 添 付 書 類 



別記様式第２号（第４・７条関係） 

 

事 業 実 施 計 画 書 

（ 事 業 実 績 報 告 書 ） 

 

事業の名称  

事 業 目 的  

事 業 概 要  

事業実施時期 

   年  月  日（  ）から 

   年  月  日（  ）まで 

事業実施場所  

 



別記様式第３号（第４・７条関係） 

 

収 支 予 算 書 

（ 収 支 決 算 書 ） 

 

収 入 の 部                        （単位：円） 

科 目 予 算 額 
収 入 済 額 

又は見込額 

説  明

（積算基礎等 ） 

市補助金  
  

自己資金  
  

その他  
  

計  
  

 

支 出 の 部                        （単位：円） 

科 目 予 算 額 
支 出 済 額 

又は見込額 

説  明

（積算基礎等 ） 

    

    

    

    

計    

  



別記様式第４号（第５条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

住 所                  

団体名                  

代表者                  

 

長岡京市長         

 

 

長岡京市商業団体等振興事業補助金 

交 付 決 定 通 知 書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった下記事業について、長岡京市商

業団体等振興事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、交付決定したので通

知する。 

 

記 

 

１ 事 業 名                

（          ） 

 

２ 交 付 決 定 額    金        円  

 

  



別記様式第５号（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

 長 岡 京 市 長 様 

 

住 所                  

団体名                  

代表者                  

 

 

長岡京市商業団体等振興事業計画変更（中止） 

承 認 申 請 書 

 

 

     年  月  日付け    第  号により補助金の交付決定を受

けた補助対象事業の内容について、次のとおり計画変更（中止）をしたいので、

長岡京市商業団体等振興事業補助金交付要綱第６条の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 事 業 名                 

             （          ） 

 

２ 変更（中止）内容 

 

 

３ 変更（中止）理由 

 

  



別記様式第６号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

住 所                  

団体名                  

代表者                  

 

長岡京市長         

 

 

長岡京市商業団体等振興事業計画 

変 更 （ 中 止 ） 承 認 書 

 

 

     年  月  日付けで申請のありました事業計画変更（中止）につい

ては下記の条件を付して承認する。 

 

記 

 

１ 補 助 内 定 額     金        円  

             

 

２ 承 認 条 件 

 

  



別記様式第７号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

 長 岡 京 市 長 様 

 

住 所                  

団体名                  

代表者                  

 

 

長岡京市商業団体等振興事業完了届 

 

 

     年  月  日付け     第  号で交付決定のあった補助事

業を完了したので、長岡京市商業団体等振興事業補助金交付要綱第７条の規定

により関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補 助 事 業 名                 

             （          ） 

 

２ 交 付 決 定 額     金        円  

 

３ 事業開始年月日        年  月  日 

 

４ 事業終了年月日        年  月  日 

 

５ 添 付 書 類 

 

  



別記様式第８号（第８条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

住 所                  

団体名                  

代表者                  

 

長岡京市長         

 

 

長岡京市商業団体等振興事業補助金確定通知書 

 

 

     年  月  日付け    第  号をもって交付決定をした下記

事業について、長岡京市商業団体等振興事業補助金交付要綱第８条の規定に基

づき、補助金の額を確定したから通知する。 

 

記 

 

１ 事 業 名                 

             （          ） 

 

２ 交 付 確 定 額     金        円  

 

  



別記様式第９号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

 長 岡 京 市 長 様 

 

住 所                  

団体名                  

代表者                  

 

 

長岡京市商業団体等振興事業補助金請求書 

 

 

     年  月  日付け    第  号にて交付確定通知のありまし

た下記事業について、長岡京市商業団体等振興事業補助金交付要綱第９条の規

定に基づき、請求いたします。 

 

記 

 

１ 事 業 名                 

            （          ） 

 

２ 請 求 額     金        円  

 

  



別記様式第１０号（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

 

 長 岡 京 市 長 様 

 

住 所                  

団体名                  

代表者                  

 

 

長岡京市商業団体等振興事業補助金 

概算交付請求書（上・下期） 

 

 

     年  月  日付け    第  号にて交付決定通知のありまし

た下記事業について、長岡京市商業団体等振興事業補助金交付要綱第１０条第

２項の規定に基づき、請求いたします。 

 

記 

 

１ 事 業 名                 

 

２ 請 求 額     金        円  

 


